
　市は、人口や財政規模、職員数に見合ったコンパクトで機能的な
組織体制により、第六次釜石市総合計画を推進するため、次のとお
り組織を見直します。

■：変更した組織
■：変更後の組織凡 例

・まちづくり課の「総合窓口係」を市民課の「市民登録係」へ統合し、「総合窓口係」に改称
・「文化スポーツ課」を設置（執務室はシープラザ釜石２階）市

民
生
活
部

これ
まで

４月１日
以降

まちづくり課 地域づくり係・生涯学習係

文化スポーツ課 芸術文化係・スポーツ推進係・
ラグビーのまち推進係

まちづくり課 地域づくり係・生涯学習係・
総合窓口係

市民課 総合窓口係・医療給付係・
国保年金係

市民課 市民登録係・医療給付係・
国保年金係

・「総合政策課オープンシティ・プロモーション室」を課内室から部内室へ
・総務課に「国際交流室」を設置
・「資産管理課」を「財政課」へ統合
・「資産管理課新市庁舎建設推進室」を課内室から部内室へ

総
務
企
画
部

これ
まで

４月１日
以降

オープンシティ・プロモーション室

総合政策課 秘書係・企画調整係・統計係
男女共同参画室
DX推進室

新市庁舎建設推進室

総務課 行政係・職員係
国際交流室

財政課 財政係・管財係

資産管理課 管理係・管財係
新市庁舎建設推進室

総合政策課 秘書係・企画調整係・統計係
オープンシティ・
プロモーション室
男女共同参画室
DX推進室

総務課 行政係・職員係

財政課 財政係・契約係

・「高齢介護福祉課」と「地域包括ケア推進本部」を統合し「地域包括ケア推進課」に改称保
健
福
祉
部

これ
まで

４月１日
以降

高齢介護福祉課 高齢介護係・介護認定係
地域包括支援センター

地域包括ケア推進本部 事務局

地域包括ケア推進課 推進係・高齢福祉係
地域包括支援センター

・「商工観光課Ｕ・Ｉターン推進係」を「オープンシティ・プロモーション室」へ統合
　（Ｕ・Ｉターン相談窓口は、イオンタウン釜石２階から市役所第一庁舎へ移転）
・「国際港湾産業課」を「企業立地港湾課」に改称
・水産農林課の「基盤整備係」を「管理係」へ統合産

業
振
興
部

これ
まで

４月１日
以降

商工観光課 商工業支援係・観光物産係・
U・Iターン推進係
働く婦人の家

水産農林課 管理係・水産振興係・
基盤整備係・農業振興係・
林業振興係

国際港湾産業課 港湾振興係・企業立地係
ゼロカーボンシティ推進室

商工観光課 商工業支援係・観光物産係
働く婦人の家

水産農林課 管理係・水産振興係・
農業振興係・林業振興係

企業立地港湾課 国際港湾係・企業立地係
ゼロカーボンシティ推進室

・「文化財課」を設置し、課内室として「世界遺産室」を設置（執務室は市民交流センター）

教
育
委
員
会

これ
まで

４月１日
以降

学校規模適正化推進室

総務課 総務係・施設係

学校教育課 学務係・指導係
学校給食センター

学校規模適正化推進室

総務課 総務係・施設係

学校教育課 学務係・指導係
学校給食センター

文化財課 文化財係
世界遺産室

・建設課の「道路維持係」と「土木係」を統合し、「建設環境係」に改称
・「水道事業所」を「建設部」へ建

設
部 これ

まで
４月１日
以降

建設課 管理係・道路維持係・土木係・
用地係
高規格道路整備促進室

建設課 管理係・建設環境係・用地係
高規格道路整備促進室

総務係・料金係・工務係水道事業所
総務係・料金係・工務係水道事業所

市の組織機構が変わります4月1日～　

※組織規模の縮少により廃止し、各部へ統合文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

これ
まで

４月１日
以降

国際交流課

文化振興課 芸術文化係・文化財係・世界遺産室

スポーツ推進課 スポーツ推進係・ラグビーのまち推進係

※市民生活部や教育委員会等へ

※市民生活部へ

※総合企画部や市民生活部へ

・「経理係」と「出納係」を廃止会
計
課

これ
まで

４月１日
以降

会計課 経理係・出納係 会計課

　市民の皆さんが自然や農業に触れながら、健康の維持と増進に活用する場として開設した市民農園
の使用者を募集します。詳細は、市ホームページをご確認ください。
対　　象　市内に住所がある個人または団体　　申込期間　３月１日㈯～４月15日㈫　※先着順
募集区画　甲子町第７地割内市民農園　全55区画（12㎡／区画）
使用料金　１区画当たり2,000円（３区画まで申込可）
　　　　　※�共同設備（鳥獣対策用柵、水道、農機具、仮設トイレ、駐車場）あり
使用期間　４月１日㈫～令和８年１月31日㈯
申込方法　使用申請書を提出してください。申請書は、市水産農林課に備え付ける他、
　　　　　市ホームぺージからダウンロードできます。

問い合わせ　市水産農林課 農業振興係　☎27-8426

問い合わせ
市総務課 職員係　

☎27-8411

市民農園　使用者募集
支援内容　①農業経営安定支援事業補助金
　　　　　　肥料費、燃料及び電気使用料、出荷資材費※の1/10以内の額を支援します。
　　　　　②畜産業飼料購入支援事業補助金
　　　　　　飼料購入費の1/8以内の額を支援します。
　　　　　※対象経費の詳細は、市ホームページを確認するかお問い合わせください
補助対象期間　令和６年６月１日㈯〜令和７年５月31日㈯
申請期間　令和７年６月１日㈰～８月31日㈰
申請方法　�今後、広報などでお知らせします。集合受付も予定していますので、詳細は、
　　　　　市ホームページを確認するかお問い合わせください。

問い合わせ　市水産農林課 農業振興係　☎27-8426

物価高騰の影響を受けている農畜産業者に補助金を交付します
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